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◆認定就労訓練事業 （いわゆる「中間的就労」）
・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成（社
会福祉法人等の自主事業について都道府県等が認定する制度）

◆家計改善支援事業
・家計の状況を「見える化」するなど家計の状況を把握することや利用者の
家計の改善の意欲を高めるための支援（貸付のあっせん等を含む）

◆住居確保給付金の支給

・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付

◆子どもの学習・生活支援事業
・生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援
・生活困窮世帯の子ども・その保護者に対する生活習慣・育成環境の改善、
教育及び就労に関する支援等

◆自立相談支援事業
（全国902福祉事務所設置自治体で
1,313機関（H29年度））

〈対個人〉

・生活と就労に関する支援員を配置
し、ワンストップ型の相談窓口によ
り、情報とサービスの拠点として機
能

・一人ひとりの状況に応じ自立に向け
た支援計画（プラン）を作成

〈対地域〉
・地域ネットワークの強化・社会資源
の開発など地域づくりも担う

包括的な相談支援

◇生活保護受給者等就労自立促進事業
・一般就労に向けた自治体とハローワークによる一体的な支援

就労に向けた準
備が必要な者

◆就労準備支援事業
・一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練

緊急に衣食住の
確保が必要な者

貧困の連鎖
の防止

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援を提供
・シェルター等利用者や居住に困難を抱える者に対する一定期間の訪問に
よる見守りや生活支援

なお一般就労が困難な者

就労支援

居住確保支援

子ども支援

本
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
（※

）

緊急的な支援

※ 法に規定する支援（◆）を中心に記載し
ているが、これ以外に様々な支援（◇）
があることに留意

家計から生活
再建を考える者

家計再建支援

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援

その他の支援

柔軟な働き方を
必要とする者

就労に向けた準
備が一定程度
整っている者

国費３／４

国費２／３

国費１／２,２／３

国費１／２

国費３／４

生活困窮者自立支援制度の概要

◆福祉事務所未設置町村による
相談の実施
・希望する町村において、一次的な

相談等を実施 国費３／４

◆都道府県による市町村支援事業 ・ 市等の職員に対する研修、事業実施体制の支援、市域を越えたネットワークづくり等を実施 国費１／２

再就職のために
居住の確保が

必要な者

国費２／３

※事業名及び下段の支援については、H31.4.1～

※下段の支援については、H31.4.1～

改正
事項

改正
事項

改正
事項

改正
事項

改正
事項
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就労準備支援事業と家計相談支援事業の都道府県別実施率

◇ 平成29年度における就労準備支援事業と家計相談支援事業の実施割合は、それぞれ44％、40％となっており、いずれの事業
も都道府県間で大きなバラツキが生じている。
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生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化

自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的実施の促進

都道府県による研修等の市等への支援事業の創設、福祉事務所を設置していない町村による相談の実施

自立相談支援事業

○家計に関する一般的なアドバイス

○各種給付の利用調整 等

○就労に関する一般的なアドバイス

○ハローワークへの同行支援 等

連続的・相互補完的

三事業の一体的実施

主任相談員

就労支援員相談員

家計改善支援事業 就労準備支援事業

直ちに就労が難しい人を対象に、
○コミュニケーション能力の習得、生活
習慣の改善等を就労体験などの様々
なメニューで実施

○家計表やキャッシュフロー表を用いた
月単位、 年単位の見直し

⇒自ら家計管理できる力を育てる

連続的・相互補完的

国費３／４

国費２／３国費２／３国費１／２

・ 就労準備支援事業と家計改善支援事業について、自立相談支援事業と併せて一体的実施を促進するため、以下を講ずる。
① 就労準備支援事業と家計改善支援事業について、その実施を努力義務とする。
② 国は、両事業の適切な推進を図るために必要な指針を策定し、事業実施上の工夫等を図る。
③ 両事業が効果的かつ効率的に行われている一定の場合には、家計改善支援事業の補助率を引き上げる（1/2→2/3）。

※ 就労準備支援事業については、生活困窮者の利用促進につながるようなインセンティブを補助の仕組みとして設ける。

利用促進や定着
支援に要する費
用等を基準額に
加算

一体的に実施し
た場合の補助率
の引き上げ

インセンティブ インセンティブ

・都道府県において、市等の職員に対する研修、事業実施体制の支援、市域を越えたネットワークづくりなど市等を支援する事業を
努力義務化し、国はその事業に要する費用を補助（補助率：1/2）
・現行法では実施主体となっていない福祉事務所を設置していない町村であっても、生活困窮者に対する一次的な相談等を実施す
ることができることとし、国はその要する費用を補助（補助率：3/4）。

○事業の専門性を維持しつつ複数自治体による広域的な事
業実施（巡回又は特定曜日のみの実施等）

自治体が取り組みやすくなる事業実施上の工夫 ○「定員15人以上」要件の緩和 ○就労体験の中での一括実施
○障害福祉サービスとのタイアップによる実施等
○被保護者就労準備支援事業との一体実施
○複数自治体による広域的な事業実施

自治体が取り組みやすくなる事業実施上の工夫

これらの取組を通じ、
自治体の実情に留意
しながら、３年間の集
中実施期間での完全
実施を目指す

（参考）対象者要件の見
直し
・現行の年齢要件（65歳
未満）を撤廃

・資産収入要件につい
て、対象者を必要以上に
限定しないよう見直し
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生活困窮者自立支援制度における他制度との連携について

生活困窮者
自立支援制度
（自立相談支援機関）

○ 生活困窮者自立支援制度においては、自立相談支援事業を中核に、任意事業の活用や他制度
との連携により、本人の状態像に応じたきめ細かい支援を実施することが重要。

○ また、地域資源の開発に当たっても、他制度のネットワークや他機関と連携することが重要。

生活保護
（福祉事務所）

障害保健福祉施策
（障害者就業・生活支援セン
ター等）

介護保険
（地域包括支援セ
ンター等）

多重債務者対策
（多重債務者相談窓口、
法テラス、弁護士会等）

子ども・若者育成支援施策
（子ども・若者支援地域協議会等）

住宅施策
（居住支援協議会）

地域福祉施策
（社会福祉協議会、民生委員・
児童委員、よりそい
ホットライン等）

労働行政
（ハローワーク、

地域若者サポートス
テーション等）

国民年金保険
料免除制度

教育施策
（教育委員会、
スクールソー
シャルワーカ
ー等）

矯正施設
（保護観察所等）

・必要に応じ、生活保護へのつなぎ、生活保護脱却後
の困窮者制度の利用（連続的な支援）

・ひとり親家庭特有の課題や、複合的な課題へ
の連携した対応

・児童養護施設退所後の子どもの支援 等

・介護保険制度の要介護、要支
援にとどまらない、世帯の生活
課題への連携した対応

・地域ネットワークの整備等に係
る連携 等

・本人の意向を踏まえつつ、障害の可能
性や世帯の生活課題への連携した対
応

・障害者支援に係る専門性の生活困窮
者支援への活用

・認定就労訓練事業の担い手確保 等・地域住民相互の支え合い等
インフォーマルな支援の創出

・地域のネットワーク強化 等

・住居に関する課題への連
携した対応

・支援調整会議と子ども・若
者支援地域協議会の連
携（共同開催等）

・子ども・若者総合相談セン
ターとの連携

・多重債務者に対する専門
的な支援との連携

・ハローワークとのチーム支援やハロー
ワークのノウハウの活用

・求職者支援制度の活用

・納付相談に訪れる者のつなぎ

・国民年金保険料免除制度の周
知 等

・農林水産分野における就労
の場の確保

・矯正施設出所者に対する自立相
談支援機関の情報提供 等

・子どもの状況の背景にある世帯
の生活課題への対応

・高等学校等の修学支援 等

連携通知（注）で示した連携の例

※上記の例にとどまらず、本人の自立支援に資する他制度と連携した支援のあり方については国や自治体において引き続き検討していく。

（注）「生活困窮者自立支援制度と関係制度等との連携について」
（平成27年3月27日付け事務連絡） 等

ひとり親家庭
等福祉対策、
児童福祉施策
（福祉事務所、
児童養護施設等）

農林水産
分野

・自殺の危険性が高い者への
連携した対応

国民健康保険制
度・後期高齢者医
療制度

自殺対策施策
（自殺予防に関する
相談窓口、地域自
殺対策推進セン
ター）

ひきこもり
地域支援
センター等

・ひきこもり状態にある者への
連携した対応

・納付相談に訪れる者のつなぎ
・所得の低い世帯への配慮措置の周知や申請援助
・保険料（税）滞納者への連携した対応
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新規相談受付の状況（119自治体）

○【課長通知】生活困窮者自立支援制度と多重債務者対策担当分野との連携について（平成30年10月1日一部改正）

１ 連携に当たっての基本的な考え方

生活困窮者の中には、多重債務又は過剰債務を抱えその返済が困難となっている者や、債務整理を法律専門家に依頼した直後の者や債務整理途上の者も一定数存在す
る。

こうした多重債務を抱える者等に対しては、債務整理及び生活再建に向けた支援が必要であるが、多重債務相談窓口及び消費生活相談窓口による相談支援やそれらの相
談窓口を通じた法律専門家による債務整理とともに、法に基づく家計改善支援事業を実施する機関等（家計改善支援事業を実施していない自治体においては、自立相談支
援事業を行う機関。以下同じ。）により、家計の「見える化」を図った上で、家計の改善に関する意欲を引き出しつつ相談者自身の家計を管理する力を高め、生活の再建に向
けた支援が相互に連携して行われることが求められる。

このため、家計改善支援事業を実施する機関等は、多重債務を抱える者等に対する債務整理への対応も含めた生活再建に向けた総合的な支援を行う観点から、多重債務
相談窓口及び消費生活相談窓口や、法律に関する専門機関である法テラス、弁護士会及び司法書士会等との連携が重要である。これら多重債務相談窓口等との連携に当
たっては、例えば、家計改善支援事業を実施する機関等が、家計改善に向けた債務整理等の情報提供や専門的な助言、また債務整理に関係する窓口等へのつなぎや同行
を行うことにより、多重債務等の課題を含めた経済的な問題を解決し、自立に向けた継続的な支援を行っていくことが期待される。

２ 連携体制の構築
連携体制を構築する際には、例えば、多重債務者対策の関係会議やその他消費者行政関係会議のように既に庁内に設置されている会議等の場を活用し、
・ 両制度の役割分担やそれぞれの相談窓口への誘導方法などの個別支援に向けた体制面での連携
・ 両制度担当者へのそれぞれの制度や現況の説明などの円滑な連携
等を実現するために対応していくことが期待される。

３ 自立相談支援事業等の利用勧奨
生活困窮者自立支援制度においては、平成27年４月の施行後、着実に支援の効果が現れてきている一方で、適切な支援を受けることができていない生活困窮者が依然とし

て数多く存在するとの指摘がある。生活困窮者の中には、日々の生活に追われ、また、自尊感情の低下等により、自ら自立相談支援事業の相談窓口に相談をすることが困
難な者も少なくない。

このため、支援を必要とする生活困窮者が相談に訪れるのを待つのではなく、その者に対し相談支援が届くようにするアウトリーチの観点が重要である。また、自ら支援を求
めることが困難な者に対して支援を行うためには、自立相談支援機関の主導による把握のみならず、様々な関係機関が生活困窮の端緒となる事象を把握した場合に、自立
相談支援機関の相談窓口に確実につなげていくことが必要である。実際に、自立相談支援機関の相談窓口に生活困窮者をつなげた庁内関係機関が多い自治体ほど、自立
相談支援事業における新規相談件数が多いとの調査結果もある。

これらを踏まえ、改正法による改正後の法第８条の規定により、福祉事務所設置自治体の福祉、就労、教育、税務、住宅その他の関係部局において、生活困窮者を把握し
たときは、生活困窮者本人に対して自立相談支援事業等の利用の勧奨等を行うことが努力義務とされたところである。

当該規定に基づき、庁内における多重債務相談及び消費生活相談担当部署が相談等の業務の遂行に当たって生活困窮者を把握したときは、生活困窮者本人に対して自
立相談支援事業等の利用の勧奨を行うよう努めていただくこととしているので、生活困窮者自立支援制度主管部局におかれては、ご了知いただくとともに、多重債務相談及
び消費生活相談担当部署への協力関係を促されたい。

生活困窮者自立支援制度に基づき生活困窮者に対する包括的かつ早期的な支援を行うためには、法に基づく事業のみならず、他制度・他事業と
の連携が重要であり、その中で多重債務者対策との連携も必要である。

調査対象自治体における支援実績（抜粋）について支援実績の詳細（119自治体）生活困窮者自立支援制度と多重債務者対策担当分野との連携
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6

関係機関職員
福祉、就労、住宅等

困窮事業の
受託事業者

教育委員会
学校関係者

地域包括支
援センター

郵便局

ＮＰＯ
各種団体

社会福祉
協議会

地域住民

サービス提供
事業者

支援会議
関係機関間の情報共有

地域の支援体制の検討の場 支援会議からの協力依頼
に基づく情報等の提供は、
個人情報保護法や他の法
令による守秘義務に反す
ることにならない。
※一方的な情報提供等で
はなく双方向の情報交換
等が行われる場合には、
協力要請時に構成員の委
嘱を行うことが必要。

（資料又は情報提供
等の協力依頼）

（資料等の提供）

第三者等へ漏らした場
合は守秘義務違反！！

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

関係機関の狭間で適切な支援が行われないといった事例の発生を防止するとともに、深刻な困窮状態にある世帯など
支援を必要とする人を早期に把握し、確実に相談支援につなげる重要な一手法となることを期待

○ これまでの生活困窮者に対する支援については、関係者間での会議体が法定されていないことから情報共有が進まず、深刻な
困窮の状態を見過ごしてしまったり、予防的な措置を取ることが困難であったりすることが問題視されてきた。

○ このため、改正法では『支援会議』を法定し、会議体の構成員に対して守秘義務を設け、構成員同士が安心して生活困窮者に
関する情報の共有等を行うことを可能とすることにより、地域において関係機関等がそれぞれ把握している困窮が疑われるよう
な個々の事案の情報の共有や地域における必要な支援体制の検討を円滑にする仕組みを新設。

生活困窮者自立支援法に基づく支援会議の概要

新聞配達所

ライフライ
ン事業者

守
秘
義
務
が

及
ぶ
範
囲

構成機関外の
関係機関等

（参考）支援会議のイメージ

◆ 本人の同意が得られないた
めに支援調整会議で共有を図
ることができず、支援に当
たって連携すべき庁内の関係
部局・関係機関との間で情報
の共有や連携を図ることがで
きない事案

◆ 同一世帯の様々な人がそれ
ぞれ異なる課題を抱え、それ
ぞれ専門の相談窓口や関係機
関等で相談対応が行われてい
るが、それが世帯全体の課題
として、支援に当たって連携
すべき関係機関・関係者の間
で把握・共有されていない事
案

◆ より適切な支援を行うため
に、他の関係機関・関係者と
情報を共有しておく必要があ
ると考えられる事案

支援会議で取扱う主な事例

民生・
児童委員

早期的・相互補完的支援が可能に

本人同意なく情報共有が可能に

平成30年10月～
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○社会保険制度
○労働保険制度

○生活困窮者自立支援制度
（H27.4～）

○求職者支援制度
（H23.10～）

【第
１
の
ネ
ッ
ト
】
【第
２
の
ネ
ッ
ト
】
【第
３
の
ネ
ッ
ト
】

最後のセーフティネットである生活保護制度及び生活保護に至る前の段階での自立を支援する生活困窮者
支援制度により、生活に困窮する者に対して、重層的なセーフティネットを構成している。

○生活保護制度

生活に困窮する者に対する重層的なセーフティネット

・ 最低生活の保障
・ 自立の助長
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生活困窮者自立支援法の主な対象者

既に
顕在化

見え
にくい

福祉事務所
来訪者のうち
生活保護に
至らない者
約30万人（H29・厚
生労働省推計）

ひきこもり
状態に
ある人

約18万人（H28・
内閣府推計による
「狭義のひきこも
り」）＋α（内閣府推計で

対象外の40歳以上の人）

スクール・ソーシャル・ワーカーが支援している子ども
約7.5万人（H28）

離職期間

１年以上の
長期失業者
約67万人（H29・労

働力調査）

○ 生活困窮者は、既に顕在化している場合と、課題を抱えてはいるが見えにくい場合とがあり、法の施行に
当たっては、この２つの視点で捉えていくことが重要。

○ 「我が事・丸ごと」の地域づくりにより、課題を抱える世帯が地域で浮かび上がってくると、行政で対応すべ
き人は確実に増加すると見込まれる。

＜主な対象者のイメージ＞

ホームレス
約0.5万人（H30・ホームレスの

実態に関する全国調査）

経済・生活問題を
原因とする自殺者
約0.3万人（H29・自殺統計）

税や各種料金の滞納者、多重債務者等
地方税滞納率 0.8%（H28・総務省統計データ）、国保保険料滞納世帯数約289万世
帯（速報値）（H29・ 厚生労働省保険局国民健康保険課調べ ）、無担保無保証借入3
件以上の者 約117万人（H30.8末現在・（株）日本信用情報機構統計データ ）

※それぞれは重複もある
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新規相談受付の状況（119自治体）

○ 新規相談者の状況を性別・世代別・就労の有無別に見ると、
・ 全体の６割を男性が占めるが、特に４０～５０代の就労していない男性で全体の約２１．４％を占める。
・ 全体の約２８．０％が就労している（男性で約２４．０％、女性で約３４．６％）。
・ ６５歳以降の相談者が全体の約１８．５％を占める。

○ 新規相談者のうち、子どものいる50代以下の相談者が全体の約３割を占める。

（出典）平成２７年度社会福祉推進事業「生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関における支援実績、対象者像等に関する調査研究事業」
（みずほ情報総研株式会社）。調査対象119自治体の平成27年4月～平成28年3月の新規相談受付58,074ケースのうち、年齢・性別・就労状況の3
つが明らかな38,967ケースについてグラフ化したもの。子どものいる50代以下の相談者の割合は、子どもの有無別が明らかな36,186ケースの内
数。

47 
562 990 1,451 1,427 

576 612 124 
196 

1,767 

3,020 

4,285 4,059 

1,795 2,252 

965 

35 

496 

947 

1,508 
1,076 

393 
556 

117 

128 
1,071 

1,503 

2,110 

1,632 

667 

1,439 

1,161 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

～10代 20代 30代 40代 50代 60～64歳 65～74歳 75歳～

調査対象自治体における支援実績（抜粋）について支援実績の詳細（119自治体）新規相談者の状況（性別・世代別・就労状況等）

（件）

就労して
いる男性

就労して
いない
男性

就労して
いない
女性

就労して
いる女性
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n=23895

就労している

14.7%

今後、就労予定(就

労先決定済み)

2.0%

仕事を探したい/探

している(現在無職)

52.6%

就労しているが、就

職先を探したい/探

している

8.2%

仕事をしていない

(仕事は探していな

い)

15.7%

不明

6.8%

n=23895

～10代

1.6%

20代

11.6%

30代

17.4%

40代

24.9%

50代

21.6%

60～64歳

8.5%

65歳～

13.7%

不明

0.6%

支援決定（初回プラン）ケースの状態像

①年齢

②就労状況

支援決定の状況 平成２７年４月～平成２８年９月新規受付ケース

n=23895

経済的困窮

就職活動困難

病気

住まい不安定

家族関係・家族の問題

その他メンタルヘルスの
課題(うつ・不眠・不安・依
存症・適応障害など)

就職定着困難

家計管理の課題

(多重・過重)債務

ホームレス

コミュニケーションが苦
手

障害(手帳有)

障害(疑い)

中卒・高校中退

本人の能力の課題(識
字・言語・理解等)

　(%) 　(%)

社会的孤立(ニート・ひき
こもりなどを含む)

ひとり親

生活習慣の乱れ

非行

被災

その他

不明

刑余者

DV・虐待

けが

自死企図

外国籍

不登校

63.6

39.8

26.6

25.5

23.1

21.5

19.8

19.5

17.7

16.1

8.9

8.7

8.5

8.3

0 40 80

8.2

7.9

6.4

6.1

3.6

3.4

3.3

1.4

1.1

0.8

0.4

0.3

6.5

7.0

0 40 80

③本人の状況（複数回答）
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各分野の支援事業・支援機関

○ 福祉事務所設置自治体が直営又は委託により自立相談支援事業を実施。

※ 委託の場合は、自治体は受託機関と連携して制度を運営。自治体は支援調整会議に参画し、支援決定を行うほか、社会資源の開発を担う。

○ 自立相談支援事業は、生活困窮者からの相談を受け、

① 生活困窮者の抱えている課題を評価・分析（アセスメント）し、そのニーズを把握

② ニーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われるよう、自立支援計画を策定

③ 自立支援計画に基づく各種支援が包括的に行われるよう、関係機関との連絡調整を実施

等の業務を行う。

事業の概要

○ 生活保護に至る前の段階から早期に支援を行うことにより、生活困窮状態からの早期自立を支援。

○ 生活困窮者に対する相談支援機能の充実により、福祉事務所の負担軽減とともに、社会資源の活性化、地域
全体の負担軽減が可能に。

生
活
困
窮
者

生
活
困
窮
状
態
か
ら
の
脱
却

包括的・継続的な支援

生活困窮者自立支援
法に基づく支援

総合的な
アセスメント

本人の主体性と
多様性を重視

○再アセスメント
による評価

○プランの見直し

フォローアップ

自立相談支援事業

法定事業等に係る
自治体の支援決定

期待される効果

包括的
に対応

支援調整会議
による調整

法以外の支援
民生委員による見守りなど

インフォーマルな支援

相
談
窓
口

早期把握

自立生活のためのプランの作成

自立相談支援事業について
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○ 家計表等を活用し、本人を含む世帯全体の家計収支等に関する課題の評価・分析（アセスメント）し、状況に応じた家計再

生プランを作成。

具体的な支援業務として、

① 家計管理に関する支援（家計表等の作成支援、出納管理等の支援）

② 滞納（家賃、税金、公共料金等）の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援

③ 債務整理に関する支援（多重債務者相談窓口との連携等）

④ 貸付のあっせん 等を行う。

事業の概要

○ 自力で家計管理できるようになり、世帯としての家計基盤が整うことにより、将来の収支変動にも
対応可能に。

○ 滞納している税・公共料金等や債務等を解消することにより、生活が安定。

期待される効果

支援の流れとねらい

１．世帯の家計の見える化
（相談時家計表の作成）

２．月単位又は数年先の家計推移の見通し
を立て、家計計画を検討

（家計計画表・キャッシュフロー表の作成）

３．継続面談を通じたモニタリング

・・・収支を把握し本人自ら「いくら足りないか」に気づく

・・・家計相談支援員とのやりとりの中で「何を増やし、何を
減らすか」を本人が自分で考え、見通しを立てる（各種
給付制度の利用や契約の見直し等については支援員
がアドバイス）

・・・本人が自力で家計管理できるようになるまでの支援

【基
本
的
な
形
】

【本人の状況に応じて組み込む支援】滞納している税・公共料金等や債務の分納・償還、貸付のあっせん等

家計改善支援事業について
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